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令和２年度第１回南砺市総合教育会議での市長・教育委員の発言要旨 
 
１ 日 時   令和２年１０月２２日（木）午前１０時００分～午前１１時１５分 
 

２ 場 所   南砺市福光会館 サークルルーム 
 

３ 会議の概要（主な意見等） 

  協議事項 

（１）南砺市立学校あり方の検討について 

○田 中 市 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○松 本 教 育 長 
 
 

平成２８年度に策定した第２次公共施設再編計画の中に、学校統合

を考える際の目安が書いてあり、現在もその流れで検討している。し

かし、複式学級を作ってもしかたがないというような方向ではなく、

その都度検討して最良の教育環境を作っていく。今後も何年後かの児

童生徒数や検討課題など、目安や条件を明確に示しながら進めていく

べきだと思う。現在のところは平成２８年度の計画を踏襲しながらき

ている。今後は５年ごとに再度検討しつつ進めていかなければならな

い。 
公共施設再編計画はあくまで行政としてのひとつの道筋であり、教

育のあり方を優先して、公共施設再編計画が付随していくべきである

と理解している。南砺市として、独自のものを作っていくならば、公

共施設再編からの見方ではなく、教育のあり方という観点で考えてい

くべきだと思う。また、先んじて教育のあり方を議論し続けていくこ

とが大事だと感じた。 
部活動については、中学校体育連盟、高等学校体育連盟が学校単位

の大会出場しか認めていないことが、非常に妨げとなっている。今後

は、学校と地域スポーツクラブが連携しないと運営できなくなってく

る。地域スポーツクラブと部活動のあり方についてしっかり考えてい

かなければならないと感じている。 
GIGAスクール構想の中で、オンライン授業が今後どのように進ん

でいくのかを考えると、今までにない科目設定や教科を編成できるの

ではないか。先生方と子どもたちとのコミュニケーションは大事だ

が、逆に学校に行きたくない子どもにもメリットがある可能性があ

る。南砺市らしい ICT 機器の使い方を見出していきたい。 
 
平成２８年度の第２次南砺市公共施設再編計画は、３０年後に８地

域に小学校も中学校も維持する方向が示されている。今後も一貫して

地域に根差した教育を展開していこうと考えている。 
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○水 上 教 育 委 員 
 
 
 
 
 
 

 
○竹 部 教 育 委 員 
 
 
 
 
 
 
 
 

行革・施設管理課からの面積を半分にするという行政改革の課題に

ついては、必要なところから義務教育学校にすることで達成できると

考えている。義務教育課を進めていくうえで生じる問題点として、教

育改革の推進、地域や人材を活かす教育の推進、部活動などが考えら

れる。 
教育改革は、学校が独自の取組を行ったり、地域やＰＴＡと相談し

て工夫した取組を行ったりすることで推進される。 
地域や人材を活かす教育は、来年度から始まる小中一貫教育によっ

て推進される。南砺市の場合は１つの校区に小学校、中学校が各１校

のため、地域を基盤とした教育を行うことができる。（福光地域は小

学校3 校中学校2 校） 
最も問題になっている部活動については、地域だけで解決すること

は難しく、体育協会やスポーツ少年団を含めて市全体で取り組んでい

く必要がある。 
３０年後に必ず８地域（※8 中学校区）すべてに学校を残す方向を

示しつつ、公共施設再編計画と同様、５年ごとにその時点での状況や

問題点を、ＰＴＡや地域の方の意見を聞きながら柔軟に修正していく

ことも必要と考えている。 
まずは子どものことを考えた最良の環境で確実に教育が行き届く

ように、支援していきたいと思う。 
 
南砺市の小・中学校の施設面、設備面は素晴らしいと思う。他のと

ころと比べても整っていると感じている。 
子どもたちの人数が急激に減っていく状況の中で、質を保った良い

教育を施していくことに気を配りたい。複式学級にならないようにし

てほしい。義務教育学校にすることで、複式学級が解消できるわけで

はない。少人数の教育は良いかもしれないが、本当に子どもにとって

良い教育なのかということを考える。 
 
５年ごとに、今後の南砺市の小・中学校のあり方を検討する際には、

これまで自分たちが受けてきた教育や教育環境が変わっていくとい

うことを前提として話を進めなければならない。現状の変化や世界的

な学校教育の流れも踏まえ、少人数はむしろ効果的であると、私たち

自身の意識を変えていく必要があると思う。南砺市の現状と教育に対

する考え方の変化を反映した具体的な話を進めていくのが、南砺市立

学校あり方検討委員会の役割ではないかと考える。 
５年ごとの検討を考えた場合、相当変化していくことがたくさんあ

る。そこからより効果的な教育活動を展開していくにはどうしたらよ
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○林 教 育 委 員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○高 坂 教 育 委 員 
 
 
 

 
 

いか、を考えていく中でこそ、学校のあり方の検討が進められるべき

だと思う。また、その理由をより多くの人に知ってもらう方法につい

ても、今後考えていく必要がある。 
 
将来的には地元に戻ってきたいという子どもたちが多い。南砺を愛

する人、南砺の未来を考えてくれる人をつくるためには、現状の地域

に根差した教育を残すべきであると感じた。地域と絡めて、地域で支

えて、地域で子どもたちを磨いていくような環境が子どもたちには必

要だと思う。 
南砺市は、旧４町４村にそれぞれ歴史があり、特色や伝統はこれか

らも残っていくと思う。「未来を切り拓く南砺の人づくり」につなげ

ていけるような教育環境というのは、南砺市独自の文化として、それ

ぞれの地域の特色を活かした立派な教育施設を活用していくことだ

と思う。 
 
最近は移住者の方が増えてきている。保護者や子どもたちにより良

い環境を考えて移住されたのだと思う。これから GIGA スクール構

想で ICT 化が進めば、他校とオンライン授業や、工夫次第では他校

の児童生徒と色々な交流ができるのではないか。 
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１．ねらい

２．進め方

３．意見交換後
 事務局にて各委員の考えを第３回の検討委員会までまとめ、第３回の検討委員会にて
将来の学校のあり方について協議していただく。なお、今回の各委員の考え方などにつ
いて、各地域に戻った際に会合等で共有していただきたい。

将来の学校のあり方の意見交換における進め方について

③意見交換後、Ａグループの進行役から時計回りに１人ずつ２分程度、教育委員会の方
針（案）についての委員自身の考えを発表してもらう。Ａグループが終了したらＢグ
ループに移る。

 南砺市内の各地域における文化や地域活動、児童生徒数など状況はそれぞれであることか
ら、グループ内で各委員との意見交換を行い、将来の学校のあり方について、委員各自の考え
をまとめていただく。

①グループ内で意見交換を３０分程度行う。進行は席次表の名前の前に〇印が付いてい
る委員が進める。

②グループとしての意見はまとめず、各委員との意見交換を行っていく上で、委員自身
の考えをまとめる。なお、グループ内で教育委員会の方針（案）について質問等がある
場合は、教育⻑及び教育部⻑が応答する。
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スクリーン

第２回南砺市立学校のあり方検討委員会　席次表

山﨑宏充
委員

〇税光詩子
委員

森田清仁
委員

〇石黒公一
副委員長

〇柳田由紀
委員

書記
氏家智伸

書記
高田公美

大河原晴子
委員

酒井浩徳
委員

書記
川口雅也

今井幸代
委員

谷戸仁美
委員

松山友之
委員長

長谷英毅
委員

東田　晃
委員

柴田昌尚
委員

〇齋藤史朗
委員

野原浩昭
委員

小原治五右衛門
委員

Ｄ Ｃ

須河紗也子
委員

越山穂髙
委員

Ｂ Ａ

湯浅俊和
委員

書記
野村大輔

入　口

村
上
紀
道

教
育
長

教
育
部
長

松
本
謙
一

事　　務　　局
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